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環境と経済が両立に向かう『土壌汚染対策』とは（その 10） 

次世代の国内と世界を視野に入れた制度に 

 

 高度経済成長期に建設され、数十年の稼働を経た多くの工場や重工業施設は全国にあり、施設や建物の老朽化

が進んでいます。増え続ける空き家問題と同様に、空き工場や老朽工場の問題は、今後の国内における地域再生

やコンパクトシティの開発、地域の防災対策等においても無視することができない要素の一つとなるでしょう。 

  

 土壌汚染対策法の施行後、国内の経済環境や製造業の海外進出など、様々な要因が重なり、工場の閉鎖が続い

ていています。工場用地や既存の施設に対する土地の需要も少ないため、閉鎖された施設や工場が、商業施設や

倉庫、集合住宅や介護施設などに活用されるケースは、いくつかの要件が満たされた土地に限られています。具

体的には、土壌汚染対策費を捻出できる大企業の跡地で、駅前や既存の商業施設等に近接し、交通の便などが優

れた土地です。 

 米国では、土壌汚染があり有効利用されていない土地のうち、政府の公的支援や開発事業者等へのインセンテ

ィブなしで、有効活用される土地は、全体の約 5％であるといわれています。日本国内でも現在いくつかの工場

跡地ではショッピングセンターや集合住宅が建設されていますが、これらは条件がそろった限られた案件である

と考えられます。 

 

 一方、現在有効利用されていない工場跡地は潜在的に有用な資産であり、土壌汚染の調査の補助や有効利用に

向けたインセンティブを付与することで、民間において、又は官民パートナーシップでの地域開発が期待できる

とも言えるでしょう。 

以前に紹介したように、米国では公的支出 1 ドルに対して 17 ドルの経済活性効果があったことが示されてお

り、前回紹介したように、欧州でも土壌汚染を浄化した地域の再生は、2020 年に向けた欧州グリーン成長計画

の優先事項として組み入れられています。 

  

環境問題には、広く汚染者責任原則があり、汚染原因者が費用を負担するという考え方が大きな原則となって

います。このため、汚染原因者である施設の所有者が費用を捻出できない場合には問題を放置するしかないとい

う方針がとられてきました。しかしながら、土壌汚染の問題は、すでに紹介したように、様々な要因で地中に蓄

積されており、汚染原因が明確でない場合や、複数の汚染責任を明確に区分できないという特性があります。 

このため、欧米では、土壌環境、地下水環境の保全のために、私有地において公的な支出を投じた調査が実施

されています。また、特に過去に戦場となった土地や自然的要因による土壌汚染については、免責規定の整備や

対策費の基金からの支出などを進め、地域再生や土地利用の推進によって、将来的な納税額と費用を相殺する

TIF(Tax Increment Financing)等の手法も活用されています。 

日本国内においても、耐震診断や省エネ診断、省エネ機器については、法人や個人の私有資産について様々な

公的支援を設けて環境保全活動を推進していることを考えても、汚染原因が不明確な土壌・地下水汚染や、自然
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由来・建設由来の汚染、また地域開発により土地の有効利用によって税収増が期待できる地域開発では、政策的

なインセンティブを投じて汚染サイトの再開発をすることは大きな経済的効果を生むと考えられます。 

 

 今後、日本国内では高齢化社会を迎え、これまで以上に防災や安全性に配慮した地域づくりが必要になってい

ます。大規模な地震や自然災害の被害を緩和するためにも、老朽化して管理されていない施設や建物を解体し、

地域を整備する重要性は高まっていると考えられますが、その時間は徐々に限られたものになっています。 

 国土の強じん化と共に、工場や住居、商業施設、空き家や空き工場などが混在する地域の再開発を進め、都市

部近郊に職住、介護、医療施設等を備えた街づくりをすることは、地域や国全体に価値のある資産を残すことに

つながるといえるでしょう。 

  

≪世界に向けて≫ 

 

また、地球規模でみても、工場跡地の再生とコンパクトシティの開発は、人口が増加する世界全体で重要なテ

ーマの一つです。 

世界の人口は、毎週約 100 万人増えており、2030 年には 80 億人を超えることが予想されています。今後 15

年間で、約 10 億人増加する人口の多くは都市部に居住するといわれます。イメージとしては、東京のような 1000

万人規模の都市が、新たに世界に約 100 カ所近く生まれるというものです。 

水や食物だけでなく様々な資源を有効活用しながら、環境負荷の少ない都市を構築する上で、日本国内で活用

されているような土壌汚染に関する厳格な一律基準は、費用対効果の観点から、採用できる国はほとんどないと

いえるでしょう。 

また国内で、健康被害のほとんどない軽微な汚染にも採用される厳格な一律基準を運用することに伴うエネル

ギーや様々な資源の利用も正当化されるものなのか、考える時期に来ていると思われます。現実的な健康被害の

防止に資する土壌環境規制への改善と共に、これまで産業用地として活用されてきた大小さまざまな土地を、す

でに整備された道路やユーティリティなどの社会資本と共に有効活用できる仕組みがいち早く構築され、国内で

の経験が世界のモデルとなり貢献できることを真に期待したいと思います。 

   

  

 

  

  

 

 


